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第３５回 農業資材審議会農薬分科会 

 

日時：令和５年３月２３日（木） 

場所：農林水産省消費・安全局第３会議室 

   （ＷＥＢ会議形式による開催） 

時間：１５：００～１６：００ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

（１）農薬取締法第３９条の規定に基づく農業資材審議会農薬分科会での意見

の聴取について 

   ・エスプロカルブ、フェンメディファム、フサライドを有効成分として

含む農薬（再評価） 

（２）農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に係る農業資材審議会農薬分科会

の意見について 

   ・ピリダクロメチルを有効成分として含む農薬（新規） 

（３）その他 

３．閉  会 
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午後３時００分 開会 

○楠川室長 では、定刻となりましたので、ただいまから第35回農業資材審議会農薬分科

会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうござ

います。 

 事務局を務めます農薬対策室長の楠川と申します。分科会長に議事をお願いするまでの

間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の分科会はウェブ会議形式で開催いたします。また、公開で開催するということで

傍聴の方々にも参加いただいております。 

 委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただいた上

で、発言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の「挙手」のアイコンがございま

すので、そちらを押していただければと思います。 

 なお、基本的には挙手制で進められればと思いますが、挙手以外でも、気になること等

ございましたら会議途中に御自身でミュートを外して御発言いただいて構いませんので、

何なりとお申しつけいただければと存じます。 

 また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら、当該

チャットボックスより御連絡いただけますと幸いです。 

 万が一の回線トラブル等の場合には、委員の皆様には事務局の緊急連絡先をお知らせし

ておりますので、そちらまで御連絡を頂ければと思います。 

 本日は、現時点で委員の方10名、臨時委員の方７名に御出席いただいております。五箇

委員につきましては本日御欠席となっています。 

 このほか、夏目委員、浦郷委員については後ほど御参加の見込みでございます。 

 さて、本分科会は農業資材審議会令第７条第１項で、委員と臨時委員の過半数の御出席

で会議が成立すると規定されております。本日は委員と臨時委員合わせて20名のところ、

現時点で17名の方に御出席いただいておりますので、本分科会は成立しておりますことを

御報告申し上げます。 

 では、議事に入ります前に、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。 

 資料１が議事次第でございます。資料２が本分科会の委員名簿でございます。資料３－

１が「農薬の再評価に係る意見の聴取について」、３－２が「農薬の登録等に係る農林水

産大臣からの諮問について（報告）」でございます。資料４が「農薬の新規登録に係る意
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見の聴取に関する資料」でございまして、資料４－１がピリダクロメチルの農薬原体部会

における審議を受けた評価報告書でございます。それから、資料４－２、４－３、４－４、

それぞれ薬効・薬害、使用者安全性及びミツバチ影響試験に関する審査結果を御報告した

ものでございます。 

 それから、参考資料の１が農薬取締法でございます。参考資料の２から４までは当分科

会の運営に関する取決めでございます。参考資料の５として、農薬取締法の一部を改正す

る法律（平成30年法律第53号）第２条の規定による改正前の農薬取締法ということで、本

日審議いただきますピリダクロメチルの登録に適用する段階の農薬取締法を御紹介してい

るものでございます。 

 それでは、これからの議事進行は赤松分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○赤松分科会長 皆様、本日は御多用のところ御出席いただきまして、どうもありがとう

ございます。 

 この度は、農薬分科会をオンラインで開催いたします。進行中にシステム上のトラブル

が発生する可能性がございますが、そのような場合には事務局に御対応いただきますので、

あらかじめ御承知おきくださいますようによろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に移りたいと存じます。 

 本日は、議事次第にございますように、農薬取締法第39条の規定に基づく農業資材審議

会農薬分科会での意見の聴取について、それから農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に

係る農業資材審議会農薬分科会の意見についてが議事となっております。限られた時間内

ではございますが、活発な意見交換をお願いいたします。 

 それでは、最初の議題であります農薬取締法第39条の規定に基づく農業資材審議会農薬

分科会での意見の聴取についての議論に入りたいと思います。 

 令和５年３月22日付で農林水産大臣より諮問を受けておりますことを委員の先生方に御

報告いたします。 

 それでは、諮問の内容につきまして事務局より御説明をお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 農薬審査官の西岡でございます。 

 資料に沿って御説明いたします。 

 まず、資料３－１ですが、先ほど分科会長から御紹介のありました、諮問を行った文書

について３剤分を添付しておりますので御確認ください。 
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 資料３－２に従いまして、今回諮問させていただきました３剤について概要を御説明い

たします。 

 今回、エスプロカルブ、フェンメディファム、フサライドを有効成分とする農薬につい

て、再評価に当たる諮問をさせていただいております。この３剤につきましては、今回の

御報告の後、農林水産省の関係では３部会での評価、あと、食品安全委員会、厚生労働省、

環境省で評価を行った上で、その後、こちらの分科会に報告するような流れとなります。 

 では、別添に各剤の概要をお示ししているので簡単に御紹介いたします。 

 まずは、エスプロカルブでございます。本剤につきましては、令和４年６月に再評価の

ための試験成績等を受理しております。 

 本剤は、除草剤でありまして、除草剤抵抗性対策委員会の分類で15に分類される作用機

作を有しております。 

 本剤の初回登録年は1988年、今回、再評価の対象となる登録の農薬数は６剤、別紙１に

取りまとめておりますので、後ほど御覧ください。 

 本剤の適用作物としては稲、麦類で、主に稲に使う剤でございます。 

 海外における状況ですが、ＪＭＰＲ等の評価、国際基準の設定はございません。また、

欧州・米国において登録、基準のない剤でございます。 

 国内の評価状況でございますが、食品健康影響評価については2012年、それを受けた農

薬・動物用医薬品部会の報告が2012年、環境省における水域の環境動植物に係る審議が

2007年、水質汚濁に係る審議が2010年という評価状況にある剤でございます。 

 続きまして、フェンメディファムでございます。本剤も令和４年６月に再評価のための

試験成績等を受理しております。 

 本剤も除草剤でありまして、ＨＲＡＣ分類５番に分類される作用機作を有しております。 

 初回登録年は1969年、登録農薬数は６剤で、別紙２に取りまとめております。 

 適用作物としては、てんさい、とうき等で、主にてんさいに使われる除草剤となってお

ります。 

 海外の状況でございますが、ＪＭＰＲの評価、国際基準はない状況でございます。米国

と欧州については、本剤は、登録、基準がある剤でございます。 

 国内の評価状況でございますが、食品健康影響評価については2015年、それを受けた農

薬・動物用医薬品部会での報告が2016年、水域の環境動植物に関する評価が2015年、水質

汚濁に関しましては2016年という評価状況でございます。 
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 次に、３剤目、フサライドでございますが、本剤についても令和４年６月に再評価の試

験成績等を受理しております。 

 本剤は水稲のいもち病に使われる殺菌剤でございます。殺菌剤抵抗性対策委員会におけ

る分類においては16.1となっております。 

 本剤の初回登録年は1975年でありまして、登録農薬数は53剤ございます。別紙３に取り

まとめております。 

 本剤は、稲に用いられる剤でございます。 

 海外の状況でございますが、ＪＭＰＲの評価、国際基準、欧米における登録、基準等は

ない状況でございます。 

 国内の評価状況でございますが、平成15年に食品安全委員会が設立されまして、平成18

年に食品衛生法に基づく残留基準、暫定基準が設けられて、そういった剤については随時

評価を行ってきているところでございます。フサライドについても、それに該当して評価

を予定しておりましたが、現段階で評価を終えていない状況の剤でございます。その関係

で、農薬・動物用医薬品部会、水質汚濁に関しましても評価を終えていない状況でござい

ます。 

 水域の環境動植物に関しましては、2008年に評価されております。今回の再評価におい

て、食品安全委員会、厚生労働省、環境省における評価を行うということになる予定でご

ざいます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○赤松分科会長 どうも御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、何か御意見、御質問などございましたらお願いいたし

ます。與語委員、どうぞ。 

○與語委員 與語ですけれども、１つ質問があります。それは、２番目のフェンメディフ

ァムです。３ページ目になります。その使用方法のところですけれども、作目がてんさい

とかとうきとかですから、大体畑関係で茎葉に散布するパターンだと思うのですが、この

２種類の表記、雑草茎葉散布、または全面散布とあるのは、これは使用基準にある言葉を

そのまま、代表的なものを持ってきたというような理解でよろしいでしょうか。 

 以上です。 

○赤松分科会長 事務局、よろしくお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 本剤につきましては、登録されている使用方法は雑草茎葉散布、また
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は全面散布となっております。除草剤でございますので、基本的には雑草に直接かける使

用方法、雑草茎葉散布が中心となっております。本剤は、作用機作に関しても、茎葉処理

となっておりますので、そういった使用法が中心になります。 

 一方で、本剤の使用適期に関しましては、雑草の生育初期ということになっております。

そのため、栽培している作物の生育初期の場合には圃場全面に発芽している雑草が存在す

るような状況になりますので、そういった点で全面散布という圃場全体に散布する使用方

法も登録されております。 

 以上でございます。 

○赤松分科会長 與語委員、よろしいでしょうか。 

○與語委員 よく分かりました。 

 あと、もう一つ少し確認というか聞きたいことがあるのですけれども、よろしいでしょ

うか。 

○赤松分科会長 はい、どうぞ。 

○與語委員 エスプロカルブは、２ページ目ですかね、これに関しては、作用機作のとこ

ろにチオカーバメート系化合物とあるのですけれども、これは実を言うとＩＳＯのいわゆ

る化学グループを農薬工業会のほうで日本語表記にしたものをそのまま表記したものだと

思うのですが、ここにはそういうものが書かれていて非常に分かりやすいなと思いました。

一方、そのほかのフェンメディファムとフサライドに関しては化学グループに関する表記

がありません。それは、これも引用した資料によって、表記がある化合物もあればないも

のもあるというような理解でよろしいでしょうか。 

 以上です。 

○赤松分科会長 事務局、お願いいたします。 

○西岡農薬審査官 基本的には、申請された資料に記載されている事項に基づいて記載を

するようにしております。そのため、必ずしも構造による分類までを書いていない場合が

あるかと思います。 

○赤松分科会長 よろしいでしょうか。 

○與語委員 與語ですけれども、これは絶対こうでなければならないということはないの

ですが、可能であれば、先ほど言いましたように工業会の方が、化合物の化学グループを

しっかりまとめているので、資料の上に構造式があるのでそれを見れば分かるでしょうと

言われそうですけれども、記載があるといいなと思ったところです。 



 - 7 - 

 以上です。 

○赤松分科会長 なかなか分類しにくい化合物もありますからね。チオカーバメートは分

類しやすいですけれども。 

 どうもありがとうございます。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

○西岡農薬審査官 事務局から申し上げます。今後、資料を作成する際は明確に、構造で

分類されているものについては極力調べて記載するようにしたいと思います。 

 ただ、グループになっていなくて１剤しか分類されていないような場合もありますので、

そういったものについては省略することがあることは御承知おきいただければと思います。 

○赤松分科会長 どうもありがとうございます。 

 分類できる場合は分類していただくということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見、御質問はございませんか。 

 ございませんようでしたら、それでは、エスプロカルブ、フェンメディファム、フサラ

イドにつきましては、農薬原体部会、農薬使用者安全評価部会及び農薬蜜蜂影響評価部会

の３つの部会でそれぞれ御審議いただき、審議結果を後日の分科会に御報告いただきたい

と思いますので、各部会の関係の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 これで最初の議題を終わります。 

 次は、議題２の農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に係る農業資材審議会農薬分科会

の意見についてです。今回は、ピリダクロメチルを有効成分として含む農薬の登録につい

て、令和４年４月20日付で農林水産大臣より当分科会に対し意見聴取の諮問がなされてお

ります。 

 まず、審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いいたします。 

○楠川室長 第18回農薬分科会で決定いただきました利益相反の防止に係る規定に基づい

て、事前に皆様に利益相反の状況について確認を頂きました。 

 その結果、本田委員、坂委員、住田委員より、利益相反の申出があり、事務局としても

利益相反の基準に該当することを確認しましたことを御報告いたします。 

○赤松分科会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、本田委員、坂委員、住田委員につきましては、この議題に係る審議が行われ

ている間は、審議に参加しないよう求めることとしたいと思います。 

 それでは、ピリダクロメチルを有効成分として含む農薬の登録について御審議いただき
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ます。事務局より御説明をお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 はい、御説明いたします。 

 資料４を御覧ください。１枚めくっていただいて、ピリダクロメチル。審議事項としま

しては、農薬取締法第３条第１項の規定に基づく新規申請を受けた標記有効成分を含む農

薬の登録に関する意見の聴取でございます。 

 本剤につきましては、令和元年12月に登録の申請を受けております。その後、令和４年

４月に本審議会への諮問を行っております。今年、令和５年１月に第11回の農薬原体部会

で御審議をいただいた剤でございます。 

 次に、審議農薬の基本情報でございます。化学名、ＣＡＳ登録番号、分子式、構造式、

分子量等は御覧のとおりになっております。 

 新規申請をされた殺菌剤でございます。 

 作用機作につきましては、植物病原菌の菌糸生育阻害活性を有し、胞子形成も阻害する

ことが確認されているというのが、申請時点における情報でございます。その後、殺菌剤

抵抗性対策委員会において作用機作の分類が行われておるようでございます。分類は53番、

旧の区分ですと７Ｂかと思います。作用機作は、チューブリン・ダイナミクス・モジュレ

ーターというふうに分類されているようでございます。 

 次に、申請されている適用作物でございますが、麦類、果菜類、花き類に使用される申

請がなされております。 

 申請農薬は、別紙１にありますが１剤が申請をされております。 

 次は、農薬原体部会からの報告でございますので、よろしくお願いいたします。 

○赤松分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、農薬原体部会における議論の結果を代田委員から御報告いただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○代田委員 はい。農薬原体部会の審議に参加しております代田でございます。部会を代

表いたしまして、ピリダクロメチルの審議結果の報告をさせていただきます。 

 まず、結論から報告させていただきます。資料４の３ページを御覧ください。 

 農薬の製造に用いられる農薬原体の規格は、有効成分であるピリダクロメチルに設定す

ることとし、組成分析の結果に基づきまして、930 g/kg以上とすることが妥当であると判

断いたしました。 

 また、農薬原体中のピリダクロメチルの分析法は、ピリダクロメチルの農薬原体を内部
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標準溶液及びアセトニトリル/0.1％リン酸水溶液で溶解し、Ｃ18カラムを用いて高速液体

クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）によりアセトニトリル/0.1％リン酸水溶液で分離し、紫外吸

収（ＵＶ）検出器、検出波長は260 nmですが、これによりピリダクロメチルを検出及び定

量する。定量には内部標準法を用いるとすることが妥当であると判断いたしました。 

 次に、農薬原体の規格及び分析法の提案に際し、検討した結果を報告いたします。概要

は同じページの３から５項に記載してございます。 

 規格の設定根拠としました組成分析に用いられた分析法は、さきの有効成分ピリダクロ

メチルの分析法のほか、１ g/kg以上含有されている不純物の分析法について、選択性、

検量線の直線性、精確さ及び併行精度が確認されており、科学的に妥当であると判断いた

しました。農薬の製造に用いられる農薬原体の組成分析は、定量された分析対象の含有濃

度の合計が997から1002 g/kgであり、妥当と判断いたしました。 

 農薬原体中に含有されている不純物の毒性については、毒性試験に用いられた農薬原体

中の含有濃度、不純物の毒性試験成績などを用いて検討しました結果、考慮すべき毒性を

有する不純物は認められないと判断いたしました。 

 農薬の製造に用いられるピリダクロメチルの農薬原体と毒性試験に用いられた農薬原体

については、その組成及び毒性を比較検討しました結果、同等であると判断いたしました。 

 これらの結果を踏まえまして、さきの規格及び分析法を提案させていただきました。 

 以上です。 

○赤松分科会長 どうも、代田委員、ありがとうございました。 

 それでは、事務局より農薬取締法第４条第１項各号に対する判断の御説明をお願いいた

します。 

○西岡農薬審査官 はい、資料の４ページを御覧ください。 

 農薬取締法第４条第１項各号、農薬の登録の拒否基準になります。本件につきましては、

先ほど代田委員から御報告のありました農薬原体を用いて製造される農薬について判断を

行っております。 

 農薬取締法でございますが、平成30年に改正法が成立しておりますが、平成30年12月と

令和２年４月の２回で法律の改正が施行されております。本剤ピリダクロメチルにつきま

しては令和元年12月に申請ということで、その狭間に申請されている剤でございます。こ

のため、２回目の施行の前の農薬取締法に基づき判断をしております。 

 関連する条項につきましては参考資料５に添付しておりますので、そちらを御覧いただ
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ければと思います。 

 具体的に申しますと、使用者、それと蜜蜂に関しましては、現在リスク評価を行ってい

るところでございますが、その改正が行われる前ですので従前のハザードによる評価を行

っている剤となります。 

 個別に各条項ごとに御説明申し上げます。 

 まず、書類の記載事項等に虚偽の事実があったかどうかという点では、該当することは

認められなかったと判断しております。 

 次に、２号、特定試験成績が基準適合試験、具体的にはＧＬＰ試験が必要なものについ

て実施されていたかどうかという点でございますが、そちらについては、そうでないもの

はなかったと判断しております。 

 続きまして、薬効と薬害に関してですが、資料４－２に使用方法と薬効・薬害試験の試

験成績の結果の概要をまとめております。申請されている適用作物と病害、その組合せご

とに申請されている使用方法での試験成績の結果を確認いたしまして、薬効がないですと

か薬害が認められるといった判断を要するような事例はなかったと判断しております。 

 次に、５号、人畜に危険を及ぼすかどうかという点でございますが、こちらについては

ハザードの評価でございます。まず、使用者関連につきましては、資料４－３、農薬原体

についての急性毒性関連のデータ、それとその下に製剤の急性毒性関連のデータが提出さ

れております。 

 本剤に関しましては、基本的には急性毒性に関しましては弱いもので、特段の防護装備

がなくても危害が及ぶようなことはないと判断しております。ただし、農薬原体の皮膚感

作性におきまして、陽性という結果が得られております。製剤では感作性なしという結果

だったのですが、かぶれやすい人は取扱いの注意を要するという判断をしまして、そうい

った注意事項を付すことで登録は可能という判断をしております。 

 次に、蜜蜂に関しましては資料４－４になります。 

 こちら提出された経口及び接触の試験がございます。一部、死亡の認められた試験区は

ございますけれども、用量相関ですとか対象区との差はないと判断しておりまして、蜜蜂

への影響はないという判断をしております。そのため、特段の注意事項を付す必要はなく、

登録は可能と判断しております。 

 では、資料４に戻っていただきまして、次に、６号。 

 こちらは食品を経由した暴露に関する条項でございます。食品安全委員会及び農薬・動
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物用医薬品部会で評価がなされております。今回申請された作物を経由しまして摂取され

るピリダクロメチルの量は、設定されたＡＤＩ（許容一日摂取量）を超えないと確認が行

われておりますことから、本号に該当することはないと判断しております。 

 次のページに設定されたＡＤＩ0.08 mg/kg体重/日、ＡＲｆＤに関しましては設定不要

とされております。 

 その下に、今回申請された作物、あと飼料になる作物もありますので、畜産物に残留基

準が設定される予定になっておりますので、示しております。 

 続きまして、６ページの７号。土壌残留性に関する規定でございます。こちら土壌残留

の50％消失期というもので判断しておりまして、火山灰壌土で49日、沖積壌土で34日とい

うことで、後作物等への影響はないと判断しております。 

 次に、８号、水産動植物への被害に関してですが、こちらは中央環境審議会で評価が行

われておりまして、次のページにあるとおり、登録基準として50 μg/Ｌが設定されてお

ります。この基準を設定する際に、公共用水域における予測濃度と比較をしておりまして、

本基準を超えることはないとされておりますので、本件も該当がないと判断しております。 

 次に、９号、水質汚濁に関する点でございますが、こちらも中央環境審議会の方で評価

が行われており、登録基準0.2 mg/Ｌが設定されております。こちらも公共用水域の予測

濃度がこの基準を超えないということが確認されておりますので、該当することはないと

判断しております。 

 次に、農薬の名称が誤解を生じるおそれという点につきましても、特に問題ないと判断

しております。 

 次に、11号、このほかに別途定める基準がある場合なのですが、本剤の申請時点におい

ては本号の規定に基づく省令は定められていないので、その旨を記載しております。 

 具体的に申しますと、この号に該当する省令でございますが、本分科会でも御審議いた

だきました天敵ですとか、あと、補助成分の規制に関わるものが今後定められる予定にな

っております。 

 以上でございます。 

○赤松分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいま御説明のございましたピリダクロメチルの登録につきまして、何か御質

問、御意見などがございましたらお願いいたします。 

 與語委員、どうぞ。 
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○與語委員 與語ですけれども、先ほど説明がありましたが、もう少し詳しく知りたいこ

とがあって、資料４の４ページの５項の人畜に危害を及ぼすおそれがあるときの話ですけ

れども、それに関係した資料の４－３になると思うのですが、先ほど皮膚感作性のことで

説明があった中でも、試験に原体を使った場合と、製剤の場合があり、むしろ原体の方が

皮膚感作性で陽性になっているけれども、製剤では陽性にならないというのがちょっと不

思議に思ったのですが、このことをもう少し詳しく説明していただけますでしょうか。 

 以上です。 

○赤松分科会長 事務局、よろしくお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 皮膚感作性に関しまして、原体で陽性で、製剤で感作性なしという事

例は幾つかございます。実例としてございます。その理由ですけれども、原体に関しての

試験方法なのですが、マキシミゼーション法と書いてありますけれども、こちらの試験方

法に関しましては、原体の有している性質を知りたいということで、皮膚の下に原体を打

って、完全に暴露させた形で試験を行うような方法でございます。そのため、より鋭敏に

その反応を確認できるという試験法かと思います。一方、製剤の方はビューラー法と言い

まして、これは皮膚の上に塗布というか貼って試験を行うものですので、皮膚のバリアが

少しある状況での試験でございます。そういった点で原体と製剤で少し差が出る事例があ

るかと思っております。 

○赤松分科会長 與語委員、よろしいでしょうか。 

○與語委員 よく分かりました。 

 もう一つだけ質問してもよろしいですか。 

○赤松分科会長 はい、どうぞ。 

○與語委員 薬効・薬害のところの先ほどの説明のところで少しだけ分からなかったこと

があったのですが、資料の４－２を見ると、本当にたまにですけれども、薬効の方で効果

の確認ができなかったとか、あと、その程度が低かったとかという表現もあって、先ほど

は薬効がないというような事例はないというような報告だったと思うのですけれども、た

まにあるものというのは別に悪いことをするわけではないので、それは一つの例外のよう

にして認めていくのですか。ちょっとそこのところが分からなかったので、もしも分かれ

ば教えてください。 

○西岡農薬審査官 はい。では、１枚めくっていただき小麦の例で。 

○與語委員 小麦の例でいいと思います。 
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○西岡農薬審査官 ４つ目に効果の確認ができなかったというふうな結果のものがあるか

と思います。こちらについては、試験として左の方を見ていただくと、対象病害の発生量

に関しまして病原菌を摂取してやっているのですけれども、極少という形になっていまし

て、対象区との差を十分確認できない試験です。このため試験として余り成立していなか

ったという事例かと思います。 

 こういったものについては評価から、結果としてはあるのですけれども外して、その他

の試験の結果を踏まえて、総合的に効果が十分得られているかどうかといった点について

判断をしております。 

○赤松分科会長 よろしいでしょうか、與語委員。 

○與語委員 はい。よく分かりました。ありがとうございました。以上です。 

○赤松分科会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見、御質問ございますでしょうか。 

 梅田委員、どうぞ。 

○梅田委員 梅田ですけれども、ちょっと話が前に戻ってしまうかもしれなくて申し訳な

いのですけれども、先ほどかぶれるという話題が出てきたかなと思いますが、頂いている

資料は使用者への安全性ということなのかなと思うのですけれども、これは消費者の方は

大丈夫なのかなというのがちょっと心配になったものですから。用途とか何の食品に使う

のか何に使うのかにもよるのかなとも思うのですけれども、そういったところについて何

かお考えがあればと思いまして、教えてください。 

○赤松分科会長 事務局、お願いいたします。 

○西岡農薬審査官 消費者というのは、食品として食べる消費者という理解でございます

でしょうか。 

○梅田委員 はい。ピリダクロメチルの用途が果物でしたか、あと花き類とか何かそうい

うものも載っていたかなと思って。 

○赤松分科会長 消費者が花に触ったらということですかね。 

○梅田委員 そうですね。結局、農薬を使う使用者はかぶれに注意することというのが書

かれてあるのではないかなというふうに想像したのですけれども、そうしたら、そういっ

た商品を扱う消費者の方はどうなるかなといったところがちょっと気になったものなので。 

○西岡農薬審査官 資料４－３で結果としてお示ししてありましたけれども、基本的に製

剤において感作性なしという結果がありますので、使用後何日か経った作物等に触れてか



 - 14 - 

ぶれるというようなことは多分ないのではないかなと考えています。 

 そういった極めて感作性が強いような農薬の場合には、そういった事後のモニタリング

などを行っているような剤もございますが、本剤についてそれほど大きく懸念があるよう

な剤ではないと考えています。 

○赤松分科会長 いかがでしょうか、梅田委員。 

○梅田委員 ありがとうございます。使用者が大量に使うということで気をつけるように

という注意書きがあるだけでということですね。 

○西岡農薬審査官 そうですね。使用者が最も暴露する頻度が高いので、そういった点で

特に注意を要するような注意事項をしているという考え方でございます。 

○梅田委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

○赤松分科会長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 平沢委員、どうぞ。 

○平沢委員 私もちょっと全然素人でよく分からないので教えてほしいのですけれども、

これはトマトとかキュウリとかにも使うというので、使用する人が多分農家さんではなく

て一般の家庭菜園とかをやっている人も対象になるのかなと思ったのですが、ここの感作

性なしというのは商品の、だから、これは薄めて使うとあるのですけれども、薄める前の

ものに触っても大丈夫と考えてよろしいものなのでしょうか。 

○西岡農薬審査官 本剤は、水和剤なのですが、フロアブルということですので液体です。

液体ですので、基本的には脱脂綿のようなものに染み込ませたものを、実験動物の皮膚に

貼って試験を行っているかと思います。特段、極めて薄く希釈するようなことはなかった

かと思います。 

○平沢委員 それで感作性がなかったということで。 

○西岡農薬審査官 そうですね。試験で行われまして、２回ぐらい塗布して、ある程度試

験期間が経った後にもう一度塗ったときに、かぶれというか惹起して反応が激しくならな

いかどうかの確認をする試験を行っています。 

○平沢委員 分かりました。 

○赤松分科会長 ありがとうございます。 

 注意事項も書かれていると思いますので。 

 ほかにございますでしょうか。 
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 小西委員、どうぞ。 

○小西委員 ありがとうございます。小西でございます。 

 １つ教えていただきたいのですが、今回の農薬の物性のところで３ページのところに不

純物の毒性というところがございますが、ここで考慮すべき毒性を有する不純物は認めら

れなかったという一文がございますけれども、考慮すべき毒性を有する不純物というのは、

何かリストか何かがあるのですよね。その中に入っている物質が入っていないという、そ

ういう理解でよろしいですか。 

○赤松分科会長 事務局、お願いいたします。 

○西岡農薬審査官 はい、お答えいたします。 

 そういった考慮すべき毒性を有する不純物として、一部、有害物質としても指定をして、

原体中にないか分析をしてくださいというように指定してある物質はございます。 

 今回、考慮すべき毒性を有する不純物は認められなかったという点に関しましては、原

体中に含有されていることが確認されている不純物について、個々の毒性を有効成分と、

いろいろな手法があるのですけれども、比較検討していただいて、そちらについて農薬原

体部会で御審議いただいて、有効成分の毒性に影響を与えるような毒性を持っているよう

な不純物はないという判断を頂いたということでございます。 

○小西委員 すみません。最初の一文がちょっと聞き取りにくかったのですが、問題はな

いということでよろしいですね。 

○西岡農薬審査官 リストに、有害物質として一部指定をしている物質がございます。例

えばＤＤＴ類とかベンゾピレンとか、そういった物質については個別に有害物質として指

定していて、そういったものが入っていれば考慮すべき毒性を有する不純物という判断を

しておりますが、そのほかの不純物についても農薬原体部会においては個々に判断してい

ただいております。 

○小西委員 今おっしゃった有害だというものは入っていないという、そういう理解です

ね。 

○西岡農薬審査官 はい。 

○小西委員 ありがとうございました。 

○赤松分科会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ございませんようでしたら、議論も大体出たようですので御賛同いただけますでしょう



 - 16 - 

か。 

 御賛同いただけるようでしたら、本分科会の答申といたしまして答申案をこちらの画面

にお示しいただけますでしょうか。 

 今、画面にお示ししておりますが、農林水産大臣宛てで私の名前で出しております農薬

の登録についての答申です。令和４年４月20日付け４消安第39号をもって諮問のあった標

記の件について、下記のとおり答申するとありまして、記以降ですが、別添のとおり、ピ

リダクロメチルを有効成分として含む農薬については、農薬取締法第４条第１項各号に該

当すると認められないことから、登録して差し支えない。 

 以上となっております。 

 委員の皆様、このとおりでよろしいでしょうか。 

 御異議がございませんようでしたら、このとおりとさせていただきます。 

 また、先ほど御審議いただきました資料４が答申の別添となります。 

 なお、答申文につきまして、一部表現上の修正が必要となった場合は、分科会長一任で

よろしいでしょうか。 

 異議なしということで、どうもありがとうございます。 

 それでは、ピリダクロメチルの登録につきまして答申案を当分科会の意見として決定し

たいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、これで本日の議事は以上となります。 

 これまでのところでも何でも結構ですが、その他、先生方から何かございますでしょう

か。 

 ございませんようでしたら、進行役を事務局にお返しいたします。 

○楠川室長 では、本日は熱心に御議論を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨及び議事録につきましては事務局で案を作成し、委員の皆様に御確認い

ただきました後、公開となります。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

  

午後４時００分 閉会 


